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社会福祉法人きらりの森 役員等の報酬等の規程 

 

第１条 役員等（評議員、理事及び監事を言う。以下同じ）の報酬（報酬、賞与その

他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当を言う。以下同

じ）は、無報酬とする。  

 

第２条 役員等に、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、手数料その他の経費

（以下「費用」という。）を別表１により支給することが出来る。  

 

第３条 費用は、その発生の都度、通貨で直接役員等に支給する。ただし、当該役員等

の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。  

 

別表１  

支払い対象 支払い事由 
日当 

（交通費含む） 

非常勤役員・評議員 
監査（本監査・実地監査立会い）１回につき 

理事会・評議員会出席 １回につき 
６，０００円 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この規程は、2018年3月13日から施行する。 

        2020年1月14日 一部改正 

 

 

 


